
 

 

令和８年度 第６回青森県特別支援学校総合スポーツ大会 開催要項 

 

１ 大会趣旨 

  県内特別支援学校生徒が一堂に会し、スポーツ競技を行うことを通じて、スポーツの技能向上及

び心身の健康の維持増進を図るとともに、生徒相互の親睦を図る。 

 

２ 主催 

  青森県特別支援学校スポーツ連盟 

 

３ 共催 

青森県教育委員会  青森県特別支援学校校長会 

 

４ 協力団体 

  特定非営利活動法人青森県障害者スポーツ協会 

  青森県障害者スポーツ指導員会          一般社団法人青森県理学療法士会 

  青森県ボッチャ協会               青森県障害者フライングディスク協会 

  一般社団法人青森県サッカー協会         一般財団法人青森県バスケットボール協会 

  青森市バスケットボール協会           一般財団法人青森陸上競技協会 

青森県バレーボール協会             青森県軟式野球連盟 

青森県特別支援学校ＰＴＡ連合会         青森市教育委員会 

 

５ 会場 

  新青森県総合運動公園（青森市大字宮田字高瀬２２－２） 

  各特別支援学校 

 

６ 期日 

  令和８年７月１日（水） 

   

７ 日程 

   ９：００～      開場 

   ９：３０～      監督会議 ※詳細については、各競技実施要項参照 

  １０：００～      各競技開会式 ※詳細については、各競技実施要項参照 

              競技及びウォーミングアップ開始 

  １５：００            全競技終了予定 

 

 

 

 

 

 



 

８ 実施競技および参加対象 

  県内特別支援学校中学部・高等部生徒 

競 技 種 目 知的 肢体 病弱 視覚 聴覚 
ボッチャ競技  

※合同チーム可 
中学部 ● ● ● ● ● 
高等部 ● ● ● ● ● 

チャレンジボッチャ競技 ２ｍクラス ● ● ● ● ● 
４ｍクラス ● ● ● ● ● 

フライングディスク競技 アキュラシーディスリートスリー ● ● ● ● ● 
アキュラシーディスリートファイブ ● ● ● ● ● 
アキュラシーディスリートセブン ● ● ● ● ● 
ディスタンス（座位・男子） ● ● ● ● ● 
ディスタンス（座位・女子） ● ● ● ● ● 
ディスタンス（立位・男子） ● ● ● ● ● 
ディスタンス（立位・女子） ● ● ● ● ● 

チャレンジフライングディスク競技 アキュラシーディスリートスリー ● ● ● ● ● 
アキュラシーディスリートファイブ ● ● ● ● ● 

サッカー競技 学部区分なし 
 ※合同チーム可 サッカー【男女混合可】 ●  ● ● ● 

チャレンジサッカー競技 
  

シュート部門 ５ｍ ● ● ● ● ● 
シュート部門１０ｍ ● ● ● ● ● 

バスケットボール競技 
 ※合同チーム可 

バスケットボール【中学部・男子】 ●  ● ● ● 
バスケットボール【高等部・男子】 ●  ● ● ● 
バスケットボール【中学部・女子】 ●  ● ● ● 
バスケットボール【高等部・女子】 ●  ● ● ● 

チャレンジバスケットボール競技 フリースロー部門 ● ● ● ● ● 
スリーポイント部門 ● ● ● ● ● 
車いす部門  ●    

陸上競技 
 
 
 
 
 
 
 
 ※合同チーム可 

５０m ●  ● ● ● 
５０m（車いす常用・使用）  ●    
５０ｍ（音響走）    ●  
５０m ※Ａ  ●    
５０m ※Ｂ  ●    
１００m ●  ● ● ● 
８００ｍ ●  ● ● ● 
４×１００m リレー 【男女混合】 ● ● ● ● ● 
ビーンバック投げ（車いす常用・使用）  ●    

バレーボール競技 学部区分なし 
※合同チーム可 バレーボール【男女混合可】 ●  ● ● ● 

チャレンジバレーボール競技 パスラリー部門  個人 ● ● ● ● ● 
パスラリー部門 ２人組 ● ● ● ● ● 

フットソフトボール競技 学部区分なし 
 ※合同チーム可 フットソフトボール【男女混合可】 ●  ● ● ● 

オンラインチャレンジボッチャ競技 ２ｍクラス ● ● ● ● ● 
 （１）※Ａ・Ｂについては、「陸上競技実施要項」を参照のこと。 
（２）出場チームが少ないなどの理由で競技が成立しない場合は、各専門部の代替案で実施する。 

 （３）荒天時等の実施態度については、別紙３に則り各専門部で決定する。 
 （４）各競技会場図については、別紙１参照のこと。 



 

９ 競技規則 

  「全国障害者スポーツ大会競技規則」及び「青森県特別支援学校総合スポーツ大会各競技申し合わ

せ事項」による。 

 

10 表彰及び認定 

  原則として競技終了後直ちに各競技専門部で表彰を行う。※詳細については各競技実施要項参照。 

  各校において実施したチャレンジ競技の認定については、各専門部が定めた方法によるものとする。 

 

11 各競技スタッフ（予定） 

  選手の健康及び安全管理や競技の円滑な運営を目的に、各競技公認審判や医師、看護師、理学療法

士、高校生競技スタッフ等各方面に協力を依頼する。 

 

 

12 プライバシーへの配慮を希望する場合の確認事項 

※プライバシーへの配慮とは、本大会における参加者及び見学者の顔及び氏名の公表をしないこと

を指す。 

（１）プライバシーへの配慮を希望する生徒は、連盟事務局が用意するビブス、リストバンド等を常

に身に付けることとする。 

（２）生徒及び保護者に対しては、中学部または高等部を設置する県内特別支援学校を対象としてい

ることから、連盟事務局からの配慮依頼だけでは、全てにおけるプライバシーへの配慮は難し

い旨を各学校で確認し、了承を得ることとする。 

（３）大会等の会場における撮影映像等及びこれらのデータについては、個人的に不特定多数の者に

頒布したり、又はインターネット上やその他の方法でこれを公開して拡散させたりしないこと

とする。 

（４）対応について 

①参加者 

・連盟事務局及び各専門部での対応とする。連盟事務局が報道各社へプライバシーへの配慮

を依頼する。 

   ②見学者 

・各学校での対応とする。プライバシーへの配慮を希望する見学者の動きを把握し、撮影し

ている場面への対応を講じる。 

会場 メインアリーナ・サブアリーナ 球技場 多目的広場 陸上競技場 各校 計 

競技 ボッチャ 
バスケット 

ボール 
バレーボール サッカー 

フットソフト

ボール 
陸上競技 

フライング 

ディスク 
オンライン  

運営 ３４ ３０ ２３ １２  ８ ５５ ５６ ２ ２２０ 

専門部理事等 

競技スタッフ 

 ６ 

２８ 

 ５ 

２５ 

 ５ 

１８ 

 ６ 

 ６ 

 ４ 

 ４ 

 ５ 

５０ 

 ６ 

５０ 

２ 

－ 

 ３９ 

１８１ 

公認審判  ４  ８  ２ ３  ５ ３０  １０ －  ６２ 

救護 
メインアリーナ常駐 球技場常駐 陸上競技場常駐 －   

理学療法士１  理学療法士１ 医師１、看護師１ － ４ 



 

13 提出書類について 

（１）参加申込 

①参加方法 

・原則として１人１競技のエントリーとする。 

    ・学校単位で選手団を編成し、競技別に申し込むこととする。 

     ただし、団体競技については、学校単位でチーム編成ができない場合は、合同チームとして

の参加を認める。（別紙２参照） 

②申込書類 

     各様式については、青森県特別支援学校スポーツ連盟ホームページよりダウンロードし、必

要事項を記載の上、提出することとする。プライバシーへの配慮を希望する場合は、別紙４を

参考の上、アルファベットの重複に十分留意し申し込むこととする。 

③申込期間 

     令和８年５月７日（木）～２０日（水） 

④申込方法及び申込先 

参加する競技の参加申込書をメールにて提出することとする。申込先については、当該競技

専門部主管校とする。（下記一覧表参照） 

 

＜申込先及びメールアドレス一覧表＞ 
 

競技名 申込先（専門部主管校） メールアドレス 

ボッチャ競技 青森第一養護学校 2020ases001@gmail.com 

フライングディスク競技 青森第一高等養護学校 2020ases004@gmail.com 

サッカー競技 八戸第二養護学校 2020ases010@gmail.com 

バスケットボール競技 むつ養護学校 2020ases013@gmail.com 

陸上競技 弘前第一養護学校 2020ases007@gmail.com 

バレーボール競技 青森第二高等養護学校 2020ases005@gmail.com 

フットソフトボール競技 
弘前大学教育学部附属 

特別支援学校 
2020ases016@gmail.com 

オンラインチャレンジ 

ボッチャ競技 
青森第二高等養護学校 2020ases005@gmail.com 

 

14 合同チーム編成用フォームについて 
（１）合同チームの調整を希望する学校は、下記ＵＲＬまたは二次元コードから合同チーム編成用フォ

ームに自校の状況を回答し、各校の回答を参考の上、関係学校間で調整することとする。 
（２）合同チーム編成用フォームへの入力期間は４月２０日（月）～５月８日（金）とする。 

（３）青森県特別支援学校スポーツ連盟ホームページからも、合同チーム編成用フォームに入力するこ

とができる。 

 

   ①ボッチャ競技 

 https://forms.gle/Udz2SuhqrNvGSzEa8 

 

 



 

 

 

   ②サッカー競技 
https://forms.gle/pfrsvnKKpSuXh6Ug6 

 

 

   ③バスケットボール競技 

https://forms.gle/w5ZbZ58peRt4qn4W6 

 

 

   ④陸上競技４×１００ｍリレー 

 https://forms.gle/pAQhqTP8vm7avnev9 

 

 

   ⑤バレーボール競技 

 https://forms.gle/A6iU4cY8qnGh7Yfc8 

 

 

   ⑥フットソフトボール競技 

 https://forms.gle/V6YhSyaEYUHCnpXt8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

【青森県特別支援学校スポーツ連盟】 
青森県立青森第二養護学校内 
所 在 地  030-0951 青森県青森市大字戸山字宮崎５６番地 

電  話  ０１７―７４３―４１１５ 

Ｆ Ａ Ｘ   ０１７―７４３―４１１７ 

E - mail    toku-spo-ren.aomori@asn.ed.jp 

Ｗ Ｅ Ｂ   https://www.toku-spo-ren.aomori.asn.ed.jp/ 

あ理事長(教頭)  甲 田 真希子 

事務局長  福 田   寛 



別紙１ 
 

令和８年度 第６回青森県特別支援学校総合スポーツ大会 各競技会場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜新青森県総合運動公園 
マエダアリーナ サブアリーナ＞ 
○ボッチャ競技 

＜カクヒログループアスレチックスタジアム 
新青森県総合運動公園陸上競技場＞  
○陸上競技 
○フライングディスク競技（主競技場フィールド内） 

（荒天時：室内練習場） 

＜新青森県総合運動公園 
マエダアリーナ メインアリーナ＞ 
○バスケットボール競技 
○バレーボール競技 
○総合受付 

＜新青森県総合運動公園球技場＞ 
○サッカー競技 

＜新青森県総合運動公園多目的広場＞ 

○フットソフトボール競技 



別紙２ 

 

青森県特別支援学校スポーツ連盟  

 

合同チームによる大会参加についての基本的な考え方 

 

近年、全国的な少子化の影響を受けて、中体連・高体連等が主催する各種競技会において、

近隣校同士により編成した合同チームでの参加が増加している状況にある。 

 本連盟主催の総合スポーツ大会においても、チームの人数不足により大会参加を断念せ

ざるを得ない学校があることが課題となる。 

 そこで、このことについて、本連盟としても教育的配慮のもと、下記の通りに基本的な考

え方を定めるものとする。 

 

記 

 

基本的な考え方 

 

１ 合同チームを編成できるのは、単独での参加が困難な学校同士を基本とする。 

 

 ２ 合同チームによる参加は、団体競技のみとする。 

 

 ３ 合同チームを編成する際は、各学校長の承認を得ることとする。 

 

 ４ 合同チームによる大会参加の際には、各校１名以上の引率を原則とする。 



別紙３ 

 

青森県特別支援学校スポーツ連盟 

 

青森県特別支援学校総合スポーツ大会 荒天時等対応要領 

 
 

１ 開催態度の決定手順 

（１）天候の状況等を勘案し、各競技専門部において競技日程を検討し、各競技専門部長が決定

する。その後、決定内容を連盟事務局に連絡する。 
（２）各競技の状況については、連盟事務局へ問い合わせることとする。 
 

２ 競技日程の変更 

大雨や強風等の荒天またはその他不測の事態が生じた影響により競技日程を変更（中止を

含む）する必要がある場合や、そのおそれがある場合には、次の各項目について検討するこ

ととする。 

（１）変更が考えられる場合 

①大雨・強風等により競技施設を競技可能な状態に保てない場合。 

②競技運営に必要な人員が集合できない場合。 

③選手が会場に集合できない場合。 

④災害対策等で大会開催に必要な対応ができない場合。 

⑤県内の広範囲に及ぶ大規模な災害が発生した場合又は社会的に大きな事件等が発生した場

合。 

（２）変更内容 

 原則として以下の①～③の変更とする。 

①競技開始時刻を遅らせる又は競技開始時刻を前倒しする（天候の回復を待って競技を実施

する場合や台風接近前に競技を実施する場合等。ただし、全日程を消化しないまま大会を

終える場合も含む。）。 

②競技日程・競技種目の一部を中止する。 

③全日程を中止する（台風接近等により競技開始前に競技施設を撤去し、再設営ができない

場合等）。 

 

３ 変更の周知方法 
（１）各競技日程の変更については、大会前日の午後５時までに、専門部担当者が連盟事務局に

連絡する。 
（２）突発的な災害等が発生した場合など、当日に変更があった場合には、午前６時１５分以降、

決定し次第連絡することとする。 
（３）連絡が入り次第、連盟事務局が連盟ホームページに掲載する。 



別紙４ 

 

青森県特別支援学校スポーツ連盟  

 

プライバシーへの配慮を希望する際の留意事項 

 

プライバシーへの配慮を希望する生徒が参加申込する際は、下表に基づき、所属校の呼称

＋アルファベット（大文字、全角）を氏名欄に記載することとする。アルファベットはＡか

ら順に使用し、同一校内で複数の生徒が同じアルファベットを振り分けられることがない

よう十分注意する。 

 

【記載例：青二養Ａ、青二養Ｂ、青二養Ｃ、青二養Ｄ・・・】 

 

 学校名 呼称  学校名 呼称 

１ 青森第一養護学校 青一養 １２ 黒石養護学校 黒石養 

２ 青森第二養護学校 青二養 １３ むつ養護学校 むつ養 

３ 青森若葉養護学校 青若養 １４ 森田養護学校 森田養 

４ 青森第一高等養護学校 一高養 １５ 七戸養護学校 七戸養 

５ 青森第二高等養護学校 二高養 １６ 
弘前大学教育学部 

附属特別支援学校 
弘附特 

６ 浪岡養護学校 浪岡養 １７ 盲学校 県立盲 

７ 弘前第一養護学校 弘一養 １８ 八戸盲学校 八戸盲 

８ 弘前第二養護学校 弘二養 １９ 青森聾学校 青森聾 

９ 八戸第一養護学校 八一養 ２０ 弘前聾学校 弘前聾 

１０ 八戸第二養護学校 八二養 ２１ 八戸聾学校 八戸聾 

１１ 八戸高等支援学校 八高支  

 



　　　　　　　　　　　　　　　　          青森県特別支援学校スポーツ連盟　危機管理マニュアル

危機管理　急病者・負傷者発生時対応（一次救命処置） 荒天時対応
事前準備

１　競技専門部内共通理解事項①医療機関連絡先②救急車要請基準（※1）③医療機関へ引き継ぐまでの手順

２　急時の情報収集手段並びに各種通信手段の確保（メール・SNS・災害用伝言サービスの活用等）

３　競技専門部で一時救急処置に係る適切な対応（心肺蘇生法・AED利用）ができるよう準備しておく

※1　救急車要請基準
・心肺停止・呼吸停止の状態
・意識障害
・ショック症状（蒼白・脱力感・
脈以上・冷や汗、あくび等）
・痙攣が持続
・大量出血・広範囲のやけど
・骨の変形
・その他必要と判断した場合

意識の有無

       

呼吸の有無

に注意）

③心肺蘇生法（CPR）
・胸骨圧迫

・可能なら胸骨圧迫30回＋人工呼吸2回

　強く・速く・絶え間ない胸骨圧迫を

心電図解析
電気ショック
の要・不要 　　　　必要なし

ショック１回

AED装着

必要

事故発生

      ①応援要請＋AED手配
　　　②119番通報

（死戦期呼吸※３

な
し

・休息を保ち

回復させる

・必要に応じ

て帰宅させる

医療機関受

診の必要性

救急搬送

の必要性

意識なし・

わからない

呼吸なし・

わからない

意識あり

なし

□競技専門部長の判断によ

り適切に対応する。

①応援要請

②119番通報

あり

③気道確保・応急手当

④回復体位で応援

（救急隊）を待つ

保護者・学校連絡／付き添い対応の指示

救急車到着・医療機関搬送

医療機関へ連絡

医療機関搬送・受信

救急隊に引き継ぐま

で、また傷病者に呼

吸や目的のある仕草

が認められるまで

CPRを続ける。

・治療後十分に回

復したことを確認

してから戻す。

・必要に応じて帰宅

させる。

※３ 死戦期呼吸

心停止直後にみられる、しゃくりあげたり、途切れ途切れに起き

る呼吸、顎が動いているだけで胸が動いておらず、肺での酸素

化ができていないため、呼吸をしていない傷病者と同様に対応す

る必要がある。（心停止状態）

事前準備

１ 緊急時の情報収集手段並びに各種通信手段の確保

（メール・SNS・災害用伝言サービスの活用等）

２ 避難場所・経路の確保及び指定（施設管理者との連携）

３ 急激な気象変化を予見するための情報入手方法の決定

４ 中止・中断・再開・代替案の採用、その他を判断する手順

の確認

５ 気象情報の確認（警報発令時は原則として競技会中止）

□ 気象情報の確認手段の例

・青森地方気象台

・気象庁 ナウキャスト など

□ 各校、各専門部の緊急連絡方

法（一斉メール・HP掲載等）、集

合場所などを確認する。

・天候の異常

・注意報等発令

落雷・竜巻・雪崩・集中豪雨・台風・光化学スモッグ・PM２．５等の注意報

や警報等発令された場合、落雷・竜巻・雪崩の予兆があった場合

・競技専門部長の責任において適切な状況判断を行う。

・落雷・竜巻・雪崩の予兆があった場合は、屋外での活動を直ちに

中断し、危険性がなくなると判断されるまで、参加者を安全な場

所に避難させる。

・天候の急変等の場合には、迷うことなく中止・順延・中断・代替案

の採用その他の判断を行う。

実施・継続

すべき？

実施・継続可能
競技会実施・継続

気象情報を定期的に確認する。

一時避難

競技会継続の

可否

変更内容を周知し、安全面を確

保した上で再開する。一部変更や

代替案等

により可能
予定を変更して継続

・競技専門部長の責任において適切な状況判

断を行う。

・気象の情報を随時確認する。

・雷の場合は、音が聞こえなくなった後、30分

～1時間程度は再開せず、安全を確保する。

・会場の安全確保を行ってから再開する。待機

競技会継続の

可否（再検討）

一部変更や代替案等により可能

再開
可能

競技会の中止

帰校・帰宅

・各校監督に中止の意向を伝える。

・その後の指示（帰校・帰宅までの流れ）については各校で決定する。

・状況に応じて会場に待機させる。

不可能

不可能
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熱中症の応急処置 　　　　　　　暑さ指数に応じた注意事項等

傷病者の発生

救急車を呼ぶ

涼しい場所へ避難し、

服をゆるめ体を冷やす

涼しい場所へ避難し、
服をゆるめ体を冷やす

水分・塩分を補給する

そのまま安静にして
十分に休息をとり、
回復したら帰宅する

はい

はい

チェック１

熱中症を疑う症状がありますか？

（めまい・失神・筋肉痛・筋肉の硬直・大量の発汗・

頭痛・不快感・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感・意識障害・

けいれん・手足の運動障害・けいれん・手足の運動障害・

高体温）

チェック２

呼びかけに応えるか？

チェック３

水分を自力で摂取できるか？

チェック４

症状がよくなったか？

いいえ

いいえ
医療機関へ

いいえ

いいえ
一次救急処置の手順

WBGT(暑さ指数)とは、単位は気温とお同じ摂氏度（℃）で示されるが、その値は気温とは

異なる。WBGT(暑さ指数）は、①湿度、②日射・輻射など周辺の熱環境、③気温の３つを取

り入れ、算出した指数である。

WBGT(暑さ指数)は、気象条件が同じであってもその場所が、日差しがあたるかどうか、地

面が何に覆われているか、風通しがよいか等で大きく変化するため、それぞれの場所で

測定することが望ましい。

【参考】 大会における暑さ対策

１ 暑さへの暴露を減らす

・イベント会場にテントなどで日陰のエリアを作る。

・水のスプレーやミストエリアを提供をする。

２ 情報提供

・会場のアナウンス等で熱中症の危険性や対策を伝える。

３ 救護所の設置と救急処置の準備

公益財団法人日本スポーツ協会

「スポーツ活動中の熱中症予防のガイドブック」（2019）より

環境省

「～イベント主催者・施設管理者のための～

夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン２０２０」より


